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マ
イ
ナ
ス
金
利
と
銀
行
の
再
編
成

～
ド
イ
ツ
の
動
向
～

代　

田　
　
　

純

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
導
入

が
、
銀
行
経
営
に
与
え
た
影
響
に
関
し
検
討
す
る
。
日
本

に
お
い
て
も
、
日
本
銀
行
の
当
座
預
金
の
一
部
に
マ
イ
ナ

ス
金
利
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
副
作
用
に
関
し
、
様
々
な
議

論
が
あ
る
。
ま
た
現
在
、
銀
行
の
経
営
環
境
は
少
子
化
等

も
あ
り
、
厳
し
い
と
さ
れ
、
地
方
銀
行
の
合
併
問
題
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
の
現
状
を
踏
ま
え
る

と
、
す
で
に
二
〇
一
四
年
六
月
か
ら
マ
イ
ナ
ス
金
利
が
欧

州
中
央
銀
行
（
以
下
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た

ド
イ
ツ
の
動
向
を
見
る
こ
と
は
有
益
と
考
え
ら
れ
る⑴

。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
導
入

以
降
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
の
利
鞘
を
明
ら
か
に
す
る
。
邦
銀

ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
利
鞘
も
低
下
し

て
お
り
、
銀
行
数
は
減
少
し
、
合
併
等
が
続
い
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
州
銀
行
（Landesbank

）
と
呼
ば
れ
る

公
的
銀
行
が
再
編
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
時

に
、
州
銀
行
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
貯
蓄
銀
行
（Spar�

kasse
）
や
住
宅
貯
蓄
銀
行
（Bausparkasse

）
も
合
併

等
が
進
ん
で
お
り
、
銀
行
業
界
全
体
の
統
廃
合
と
な
っ
て
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い
る
。
た
だ
、
日
本
と
の
相
違
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
個

人
向
け
の
預
金
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
事
態
が
発
生
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
の
利

鞘
は
日
本
ほ
ど
低
下
し
て
い
な
い
面
も
あ
る
。

二�

、
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
導
入
と
銀
行
の

利
鞘
低
下

　

ド
イ
ツ
を
含
み
、
ユ
ー
ロ
圏
で
は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
っ
て
、

二
〇
一
四
年
六
月
か
ら
預
金
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
金
利
が

▲
〇
・
一
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
六
年
三

月
か
ら
は
▲
〇
・
四
％
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ

の
政
策
金
利
は
三
本
建
て
で
あ
り
、
上
限
金
利
と
し
て
貸

出
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
金
利
、
中
間
金
利
と
し
て
主
要
レ
ポ

オ
ペ
金
利
が
あ
り
、
預
金
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
金
利
は
下
限

金
利
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
を
含
む
、
ユ
ー
ロ

圏
の
銀
行
が
Ｅ
Ｃ
Ｂ
当
座
預
金
に
預
金
す
る
と
、
預
金

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
金
利
で
利
払
い
が
発
生
す
る
。
預
金

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
金
利
の
マ
イ
ナ
ス
化
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｏ

Ｎ
Ｉ
Ａ
（
ユ
ー
ロ
建
て
無
担
保
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
金
利
）

な
ど
の
市
場
金
利
も
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
▲
〇
・
四
％
近

辺
に
な
っ
て
い
る
。

　

図
表
１
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
銀
行
の
利
鞘
を
見
た
も

の
で
あ
る
。
全
銀
行
の
銀
行
利
鞘
は
、
二
〇
一
二
年
に

一
％
、
二
〇
一
三
年
に
一
・
〇
二
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇

一
五
年
に
一
・
一
一
％
、
二
〇
一
六
年
に
一
・
〇
九
％

と
、
や
や
上
昇
す
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
預
金
金
利
の
マ
イ
ナ
ス
化
な
ど
、
預
金
者
へ
の

転
嫁
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
図

表
１
か
ら
は
、
業
態
間
で
相
違
が
読
み
取
れ
る
。
大
銀
行

や
州
銀
行
で
は
、
も
と
も
と
利
鞘
が
一
％
以
下
で
薄
い

が
、
二
〇
一
四
年
以
降
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
上
昇
傾

向
に
あ
る⑵

。
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
で
は
、
州
銀
行
を
九
行
と

し
て
い
る
が
、
う
ち
バ
イ
エ
ル
ン
な
ど
南
部
を
中
心
と
す
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る
七
行
で
は
利
益
が
計
上
さ
れ
た
が
、
北
部
で
の
二
行

（
後
述
す
る
よ
う
に
ノ
ル
ド
銀
行
、
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀

行
）
で
合
計
二
七
億
ユ
ー
ロ
（
二
〇
一
六
年
、
税
前
利
益

ベ
ー
ス
）
の
損
失
が
発
生
し
た
。
主
と
し
て
、
海
運
業
向

け
貸
出
が
不
良
債
権
化
し
、
資
産
の
評
価
損
が
発
生
し
た

た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
が
相
殺
さ
れ
て
、
図
表
１

の
州
銀
行
の
利
鞘
は
わ
ず
か
な
上
昇
と
な
っ
て
い
る⑶

。
他

方
、
貯
蓄
銀
行
や
信
用
協
同
組
合
（K

reditgenossen�

shaften

）
で
は
利
鞘
が
二
％
以
上
あ
っ
た
が
、
二
〇
一

六
年
に
は
い
ず
れ
も
二
％
を
下
回
っ
た
。
ま
た
住
宅
貯
蓄

銀
行
も
、
か
つ
て
は
一
・
六
～
一
・
七
％
前
後
の
利
鞘
が

あ
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
は
一
・
一
六
％
へ
低
下
し

た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
個
人
向
け
住
宅
ロ
ー
ン

な
ど
を
め
ぐ
り
、
貯
蓄
銀
行
や
住
宅
貯
蓄
銀
行
で
競
争
が

激
化
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
Ｅ
Ｃ

Ｂ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
金
利
が
低
下

し
、
結
果
と
し
て
貯
蓄
銀
行
等
の
利
鞘
が
縮
小
し
た
こ
と

図表１　�ドイツにおける銀行の利鞘（対総資産比率、純受取利子所得＝受取
利子－支払利子）
全銀行 商業銀行 州銀行 貯蓄銀行 信用協同組合 抵当銀行 住宅貯蓄銀行 特殊銀行

合計 大銀行 地域銀行等

2010 1.15 1.14 0.95 1.69 0.68 2.2 2.33 0.44 1.68 0.51

2011 1.03 0.85 0.64 1.69 0.7 2.21 2.3 0.41 1.7 0.46

2012 1 0.85 0.68 1.51 0.63 2.12 2.21 0.43 1.62 0.46

2013 1.02 0.89 0.69 1.6 0.68 2.1 2.25 0.38 1.54 0.26

2014 1.1 0.97 0.77 1.62 0.72 2.09 2.21 0.48 1.45 0.43

2015 1.11 0.99 0.81 1.56 0.76 2.06 2.14 0.6 1.32 0.45

2016 1.09 0.97 0.78 1.52 0.77 1.96 1.99 0.54 1.16 0.42

〔出所〕　Deutsche�Bundesbank,�Monthly Report,�September�2017,�p75 年度ベース
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は
否
定
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
銀
行
業
界
か
ら
は
、
マ
イ

ナ
ス
金
利
に
対
し
、
批
判
が
続
出
し
、
最
大
手
の
ド
イ
ツ

銀
行
前
頭
取
ジ
ョ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
（John�Cryan

）

も
、
金
融
セ
ク
タ
ー
を
不
安
定
化
さ
せ
る
と
批
判
し
た⑷

。

ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
は
二
〇
一

六
年
に
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
よ
り
、
合
計
で
一
〇
・
五
億

ユ
ー
ロ
（
二
〇
一
五
年
比
で
約
四
倍
）
の
利
払
い
を
ド
イ

ツ
連
邦
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
一
部
）
に
対
し
し
た
と
言
わ
れ

る
。
ド
イ
ツ
の
銀
行
も
、
日
本
と
同
じ
く
、
中
央
銀
行
に

超
過
準
備
を
積
み
上
げ
て
い
る
た
め
で
あ
る⑸

。

　

マ
イ
ナ
ス
金
利
も
一
因
と
な
り
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
を
取

り
巻
く
経
営
環
境
は
厳
し
い
と
さ
れ
、
銀
行
の
合
併
等
が

発
生
し
、
銀
行
数
は
減
少
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
Ｉ
Ｍ

Ｆ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
は
、
大
変
に
多

く
の
銀
行
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
三
種
類
に
大
き
く
区

分
さ
れ
る
と
言
う⑹

。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
を
、
民

間
商
業
銀
行
、
公
的
銀
行
、
協
同
組
織
銀
行
に
区
分
す

る
。

　

図
表
２
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
銀
行
数
の
推
移
を
示
し
て

い
る
。
商
業
銀
行
は
二
〇
一
四
年
に
一
八
三
行
あ
っ
た

が
、
二
〇
一
六
年
に
一
七
一
行
ま
で
減
少
し
た
。
商
業
銀

行
に
は
、
大
銀
行
、
地
域
銀
行
の
ほ
か
、
外
国
銀
行
が
含

ま
れ
て
い
る
。
商
業
銀
行
数
が
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
九
年

に
増
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
外
国
銀
行
の
参
入
に
よ
る
も

の
と
見
ら
れ
る
。
大
銀
行
は
二
〇
〇
八
年
に
五
行
あ
っ
た

が
、
二
〇
〇
九
年
に
コ
メ
ル
ツ
銀
行
が
ド
レ
ス
ナ
ー
銀
行

を
買
収
し
た
こ
と
等
で
、
二
〇
〇
九
年
以
降
は
四
行
に
減

少
し
た
。

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
区
分
で
の
公
的
銀
行
は
、
州
銀
行
と
貯
蓄
銀

行
で
あ
る
。
州
銀
行
が
公
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
州

政
府
や
貯
蓄
銀
行
に
よ
る
所
有
で
あ
る
こ
と
、
貯
蓄
銀
行

は
市
町
村
に
よ
る
監
督
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
る
。
も
と
も

と
、
ド
イ
ツ
は
連
邦
国
家
で
あ
り
、
州
政
府
の
存
在
が
大

き
く
、
そ
の
独
自
性
が
強
い⑺

。
こ
う
し
た
背
景
に
お
い
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マイナス金利と銀行の再編成

て
、
州
銀
行
は
州
政
府
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
（
あ
る
い
は
ハ

ウ
ス
バ
ン
ク
）
で
あ
り
、
ま
た
州
内
の
貯
蓄
銀
行
相
互
の

決
済
を
担
っ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
州
は
現
在
一
六
あ
る

が
、
州
銀
行
と
さ
れ
る
銀
行
数
は
二
〇
〇
五
年
で
一
二

行
、
二
〇
〇
八
年
で
一
〇
行
、
二
〇
一
六
年
現
在
で
九
行

（
ド
イ
ツ
連
銀
の
統
計
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で

は
六
行
と
し
て
お
り
、
差
異
が
あ
る
。
六
行
は
、
Ｌ
Ｂ
Ｂ

Ｗ
（
ラ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
・
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
テ
ン
ブ
ル

ク
）、
バ
イ
エ
ル
ン
Ｌ
Ｂ
、
ノ
ル
ド
Ｌ
Ｂ
、
ヘ
ッ
セ
ン
・

チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
Ｌ
Ｂ
（H

elaba�Bank

）、
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ

ル
ド
銀
行
、
ザ
ー
ル
Ｌ
Ｂ
で
あ
る
。
こ
れ
に
ブ
レ
ー
メ
ン

（Brem
er�LB

、
ノ
ル
ド
Ｌ
Ｂ
の
子
会
社
）、
ベ
ル
リ
ン

Ｌ
Ｂ
（
貯
蓄
銀
行
に
転
換
）、
Ｄ
Ｅ
Ｋ
Ａ
バ
ン
ク
を
加
え

る
と
九
行
と
な
り
、
ド
イ
ツ
連
銀
の
数
値
と
一
致
す
る⑻

。

　

も
と
も
と
、
州
銀
行
と
貯
蓄
銀
行
は
、
法
的
独
立
性
が

な
い
、
州
や
自
治
体
が
所
有
す
る
金
融
機
関
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
州
政
府
等
は
州
銀
行
や
貯
蓄
銀
行
に
対
し
、

図表２　ドイツにおける銀行数
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 増減

商業銀行 179 174 173 181 183 183 183 183 183 183 177 171 8

大銀行 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1

地域銀行等 155 152 151 158 161 161 161 160 160 160 154 148 7

州銀行 12 12 12 10 10 10 10 9 9 9 9 9 3

貯蓄銀行 463 457 446 438 431 429 426 423 417 416 413 403 60

信用協同組合 1292 1257 1232 1197 1157 1138 1121 1101 1078 1047 1021 972 320

抵当銀行 24 22 22 19 18 18 18 17 17 17 16 15 9

住宅貯蓄銀行 23 23 22 22 21 21 20 3

特殊銀行 16 16 16 17 18 18 20 21 22 22 22 21 注）1

合計 1988 1940 1903 1864 1819 1798 1801 1776 1748 1715 1679 1611 377

〔出所〕　Bundesbank�Monthly�Report, 各号から作成。
（注）　１�　特殊銀行には、2012年以降、ウエスト州銀行（破綻）が含まれる。また特殊銀行には、

2011年以降、「信用協同組合の地域機関」が含まれる。
　　　２　増減は、原則として2005年と2016年の比較。住宅貯蓄銀行は2011年と2016年の比較。
　　　３　大銀行、地域銀行等は商業銀行の内数。商業銀行は外国銀行を含む。
　　　４　住宅貯蓄銀行数は、2009年以前は記載がない。
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保
証
義
務
（
債
務
を
無
制
限
に
引
き
受
け
る
）
と
維
持
義

務
（
資
本
注
入
や
流
動
性
供
給
の
義
務
）
を
有
し
て
き

た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
以
降
、
Ｅ
Ｕ
は
公
的
保
証
が

競
争
を
阻
害
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
廃
止
勧
告
を
行
い
、

二
〇
〇
五
年
ま
で
に
漸
次
的
に
廃
止
さ
れ
た⑼

。

　

こ
の
た
め
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、
北
部
の
ハ
ン
ブ
ル
ク

州
立
銀
行
と
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
銀
行

が
合
併
し
て
、
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀
行
が
誕
生
し
た
。
二
〇

〇
五
年
に
は
、
南
西
部
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ

銀
行
が
Ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｗ
に
吸
収
合
併
（
一
〇
〇
％
子
会
社
）
さ

れ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
ザ
ク
セ
ン
州
立
銀
行
が
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
損
失
で
Ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｗ
に
救
済
合
併
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
以
降
、
公
的
保
証
の
廃
止
や

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
損
失
を
契
機
と
し
て
、
州
銀
行
の
合
併
や

吸
収
が
発
生
し
て
き
た
。
今
日
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

州
銀
行
の
民
営
化
等
が
発
生
し
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
代

前
半
か
ら
の
流
れ
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

貯
蓄
銀
行
も
公
的
銀
行
で
あ
る
が
、
二
〇
一
六
年
現
在

で
も
四
〇
三
行
あ
り
、
州
銀
行
よ
り
も
、
市
民
の
生
活
で

密
接
で
あ
る
。
し
か
し
貯
蓄
銀
行
は
二
〇
〇
五
年
に
四
六

三
行
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
は
四
〇
三
行
で
、
六
〇

行
が
こ
の
期
間
で
減
少
し
て
い
る
。
図
表
１
で
示
し
た
よ

う
に
、
貯
蓄
銀
行
も
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
よ
り
、
利
鞘
が
低

下
し
て
お
り
、
ま
た
住
宅
ロ
ー
ン
分
野
で
信
用
協
同
組
合

や
住
宅
貯
蓄
銀
行
な
ど
と
の
競
争
が
厳
し
く
な
っ
て
い

る
。

　

ま
た
信
用
協
同
組
合
は
会
員
制
の
協
同
組
合
で
あ
る

が
、
二
〇
〇
五
年
に
一
二
九
二
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年

に
は
九
七
二
と
、
こ
の
期
間
で
三
二
〇
減
少
し
て
い
る
。

　

住
宅
貯
蓄
銀
行
は
、
二
〇
一
〇
年
に
二
三
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
〇
ま
で
減
少
し
た
。
住
宅
貯
蓄

銀
行
で
は
、
契
約
者
は
預
金
を
積
み
立
て
て
、
そ
の
預
金

残
高
を
も
と
に
住
宅
購
入
す
る
借
入
を
受
け
る
。
特
徴

は
、
当
初
の
契
約
に
お
い
て
、
預
金
・
借
入
が
固
定
金
利
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で
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
低
金
利
お
よ
び

マ
イ
ナ
ス
金
利
が
続
き
、
以
前
の
契
約
者
は
高
い
預
金
金

利
を
享
受
し
つ
つ
、
住
宅
購
入
の
借
入
を
し
な
く
な
っ
て

い
る
。
結
果
的
に
住
宅
貯
蓄
銀
行
は
、
高
い
預
金
金
利
を

支
払
う
一
方
で
、
高
い
金
利
の
住
宅
ロ
ー
ン
が
増
え
な
い

た
め
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
近
辺
の
ド
イ
ツ
国
債
等
で
運
用
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
利
鞘
が
圧
迫
さ
れ
て
き
た⑽

。
住
宅
貯
蓄

銀
行
の
純
金
利
所
得
は
、
二
〇
一
一
年
の
三
三
・
八
億

ユ
ー
ロ
か
ら
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
五
億
ユ
ー
ロ
ま
で
減

少
し
、
最
終
利
益
も
三
・
二
億
ユ
ー
ロ
か
ら
一
・
八
億

ユ
ー
ロ
ま
で
減
少
し
た
。
他
の
銀
行
業
態
と
異
な
り
、
手

数
料
収
入
が
な
い
こ
と
も
大
き
い
。
マ
イ
ナ
ス
金
利
で
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
た
銀
行
業
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

三
、
銀
行
の
合
併
・
買
収
の
増
加

　

ド
イ
ツ
で
は
、
自
動
車
産
業
を
筆
頭
に
、
実
体
経
済
は

好
調
で
あ
る
が
、
銀
行
な
ど
金
融
セ
ク
タ
ー
は
リ
ー
マ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
後
遺
症
か
ら
脱
却
し
き
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
最
大
手
の
ド
イ
ツ
銀
行
は
、
税
引
後
利
益
で
、

二
〇
一
五
年
に
六
八
億
ユ
ー
ロ
の
赤
字
で
、
二
〇
一
七
年

で
も
七
億
ユ
ー
ロ
の
赤
字
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ボ
ー
ナ
ス

総
額
は
二
〇
一
七
年
に
も
二
三
億
ユ
ー
ロ
と
前
年
比
八
億

ユ
ー
ロ
増
加
、
配
当
も
支
払
っ
て
い
る⑾

。
こ
う
し
た
状
況

で
、
大
銀
行
が
合
併
す
る
可
能
性
に
関
す
る
報
道
が
続
い

て
い
る
。
二
〇
一
六
年
九
月
に
は
、
ド
イ
ツ
銀
行
と
コ
メ

ル
ツ
銀
行
の
合
併
交
渉
が
報
じ
ら
れ
た⑿

。
ま
た
、
す
で
に

ド
イ
ツ
銀
行
は
、
中
国
系
企
業
集
団
Ｈ
Ｎ
Ａ
に
よ
り
、
一

〇
％
の
株
式
を
保
有
さ
れ
て
い
る⒀

。
さ
ら
に
、
コ
メ
ル
ツ

銀
行
に
対
し
、
仏
ク
レ
デ
ィ
・
ア
グ
リ
コ
ー
ル
が
買
収
を

検
討
し
て
い
た
こ
と
も
報
じ
ら
れ
た⒁

。　
　

　

大
銀
行
の
合
併
構
想
が
増
え
る
背
景
と
し
て
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ

の
自
己
資
本
比
率
規
制
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
以
下
の
図
表
３
で
も
、
ド
イ
ツ
銀
行
の
自
己
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資
本
比
率
（T

ier1

／
総
資
産
）
は
三
・
四
九
％
（
バ
ー

ゼ
ル
Ⅲ
で
は
六
％
が
最
低
基
準
）
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
銀
行
の
合
併
や
買
収
の
動
き
が
強
ま
っ

て
い
る
が
、
日
本
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
で
も
監
督
官
庁
は

難
色
を
示
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
金
融
監
督
庁

（Bafin

）
長
官
は
、
ド
イ
ツ
銀
行
と
コ
メ
ル
ツ
銀
行
の
合

併
構
想
に
つ
い
て
、
頭
痛
に
悩
む
銀
行
と
腹
痛
に
悩
む
銀

行
が
合
併
し
て
、
な
ぜ
健
全
に
な
る
の
か
、
全
く
明
ら
か

で
は
な
い
、
と
批
判
し
て
い
る⒂

。
大
銀
行
で
も
合
併
構
想

が
多
い
が
、
以
下
で
は
州
銀
行
と
貯
蓄
銀
行
を
中
心
に
、

ド
イ
ツ
の
銀
行
再
編
を
紹
介
す
る
。

⑴
　
州
銀
行

　

ま
ず
図
表
３
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
州
銀
行
の
位
置
を

確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
位
の
ド
イ
ツ
銀
行
と
第
二
位
の

コ
メ
ル
ツ
銀
行
は
民
間
銀
行
で
あ
る
が
、
第
三
位
の
Ｄ
Ｚ

銀
行
は
、
信
用
協
同
組
合
の
中
央
決
済
銀
行
で
あ
る
。
第

図表３　ドイツにおける上位10銀行 （100万米ドル、％）
Tier1資本 総資産 自己資本比率 税前利益 不良債権比率 貸出比率

1 ドイツ銀行 58406 1674259 3.49 －853 2.11 26

2 コメルツ銀行 27888 505737 5.51 677(－65.31） 1.6 46.63

3 DZ 銀行 19988 536260 3.73 2313(－13.26） 1.5 55.7

4 ヒポフェルアイン銀行 17485 317989 5.5 313(－62.94） NA 46.25

5 バーデン・ビュテムブルク州銀行 13497 256442 5.26 149(－74.1） 0.87 61.78

6 バイエルン州銀行 9116 223316 4.08 745(7.13） NA 77.09

7 ヘラバ銀行 8537 173857 4.91 578(－10.79） 1.65 65.58

8 ノルド銀行 7497 183997 4.07 －1963 5.5 72.88

9 フォルクスワーゲン銀行 6707 59299 11.31 704(12.67） NA 86.54

10 HSHノルド銀行 5684 88805 6.4 127(－73.96） NA 65.31

〔出所〕　The Banker,�July�2017,�p229
（注）　１）自己資本比率＝ Tier1÷総資産
　　　２）貸出比率＝貸出÷総資産
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四
位
の
ヒ
ポ
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
銀
行
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ユ
ニ

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
子
会
社
で
あ
る
。
第
五
位
の
バ
ー
デ
ン
・

ビ
ュ
テ
ム
ブ
ル
ク
銀
行
（
Ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｗ
、
株
主
は
州
政
府
と

貯
蓄
銀
行
が
各
四
〇
・
五
％
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
が

一
八
・
九
％
）
は
ド
イ
ツ
で
最
大
手
の
州
銀
行
で
あ
り
、

第
六
位
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
銀
行
は
南
部
の
バ
イ
エ
ル
ン
州

の
州
銀
行
で
あ
る
。
第
七
位
の
ヘ
ラ
バ
銀
行
は
、
ヘ
ッ
セ

ン
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
銀
行
で
あ
り
、
第
八
位
の
ノ
ル

ド
銀
行
は
北
部
の
州
銀
行
で
あ
る
が
、
二
〇
一
六
年
に
一

九
億
ド
ル
以
上
の
赤
字
を
だ
し
、
ま
た
不
良
債
権
比
率
も

五
・
五
％
で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
海
運
業
向

け
貸
出
が
不
良
債
権
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
第
九
位
の

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
銀
行
は
自
動
車
メ
ー
カ
ー
系
の
銀

行
で
、
自
動
車
ロ
ー
ン
を
中
心
に
拡
大
し
て
き
た
。
第
一

〇
位
の
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀
行
は
、
八
五
％
の
株
式
が
シ
ュ

レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
き
た
州
銀
行
で
、
二
〇
一
六
年
の
税

前
利
益
は
一
億
ド
ル
強
で
、
前
年
比
七
四
％
も
の
減
益
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
の
上
位
一
〇
行
の
な
か

に
、
州
銀
行
は
五
行
を
占
め
、
そ
の
位
置
は
今
日
で
も
大

き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
〇
一
六
年
以
降
、
ド
イ
ツ
の
州
銀
行
は
大
き
く
変
化

し
て
い
る
。
第
一
に
、
二
〇
一
六
年
に
ブ
レ
ー
メ
ン

（Brem
er

）
州
銀
行
が
ノ
ル
ド
銀
行
に
買
収
さ
れ
た
。
し

か
し
、
第
二
に
、
買
収
し
た
ノ
ル
ド
銀
行
も
経
営
が
厳
し

く
、
民
間
資
本
に
よ
る
増
資
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
第
三

に
、
二
〇
一
八
年
に
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀
行
が
民
営
化
さ
れ

た
。
他
方
、
第
四
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
銀
行
で
は
、
業
績

が
好
調
に
な
っ
て
お
り
、
州
銀
行
で
も
二
極
分
化
が
鮮
明

と
な
っ
て
い
る
。

　

ノ
ル
ド
銀
行
は
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
、
ブ
レ
ー
メ
ン

州
銀
行
は
ブ
レ
ー
メ
ン
州
、
Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀
行
は
ハ
ン

ブ
ル
ク
州
と
シ
ュ
レ
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に

位
置
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
州
は
ド
イ
ツ
北
西
部
で
隣
接
し
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て
い
る
。
そ
し
て
北
海
や
バ
ル
ト
海
に
面
し
、
い
ず
れ
も

海
運
業
向
け
貸
出
が
不
良
債
権
化
し
た
こ
と
が
背
景
で

あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
海
運
業
に
ド
イ
ツ
の
銀
行
は
合
計
で

約
一
〇
〇
〇
億
ド
ル
を
貸
し
出
し
た
が
、
ド
イ
ツ
海
運
業

は
過
重
な
投
資
を
し
、
韓
国
勢
な
ど
ア
ジ
ア
系
海
運
会
社

と
の
価
格
競
争
に
負
け
た
。
こ
の
た
め
、
海
運
会
社
に
集

中
し
て
貸
出
し
て
き
た
、
ド
イ
ツ
北
部
の
州
銀
行
が
巨
額

の
不
良
債
権
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、

州
財
政
の
負
担
と
な
り
、
納
税
者
の
負
担
と
な
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
六
年
九
月
に
、
ノ
ル
ド
銀
行
は
ブ
レ
ー
メ
ン
州

銀
行
を
買
収
す
る
と
発
表
し
た
。
ノ
ル
ド
銀
行
の
株
主
で

あ
る
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
の
持
ち

分
四
一
％
に
、
二
億
六
二
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
こ
と

に
な
っ
た⒄

。
州
銀
行
は
州
の
銀
行
で
あ
る
か
ら
、
州
議
会

を
筆
頭
に
政
治
の
影
響
下
に
あ
る
。
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
、

二
〇
一
六
年
に
緑
の
党
が
与
党
で
、
州
銀
行
の
売
却
を
決

定
し
た
が
、
野
党
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
は

ブ
レ
ー
メ
ン
の
財
政
に
マ
イ
ナ
ス
と
批
判
し
た
。
ブ
レ
ー

メ
ン
州
銀
行
は
買
収
さ
れ
た
も
の
の
、
現
状
で
は
問
題
解

決
に
は
な
ら
ず
、
同
銀
行
が
二
〇
一
五
年
に
発
行
し
た
銀

行
債
の
利
払
い
停
止
が
発
生
し
た
。
こ
の
ブ
レ
ー
メ
ン
州

銀
行
債
は
一
種
の
仕
組
債
（Cocobond

）
で
、
利
益
条

項
等
が
付
さ
れ
て
お
り
、
総
額
一
億
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ

の
う
ち
、
一
億
ユ
ー
ロ
に
つ
い
て
は
買
収
し
た
ノ
ル
ド
銀

行
が
二
〇
二
〇
年
ま
で
九
・
五
％
の
利
払
い
、
残
り
の
五

〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
に
は
八
・
五
％
の
利
払
い
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ノ
ル
ド
銀
行
は
利
払
い
で
き
ず

に
、
利
払
い
停
止
と
な
っ
た
。
利
払
い
停
止
は
ド
イ
ツ
の

銀
行
債
と
し
て
は
初
め
て
と
さ
れ
る⒅

。

　

買
収
し
た
ノ
ル
ド
銀
行
自
身
、
厳
し
い
経
営
が
続
い
て

い
る
。
図
表
３
で
も
、
約
一
九
億
ユ
ー
ロ
の
赤
字
に
加

え
、
不
良
債
権
比
率
は
五
・
五
％
、
自
己
資
本
比
率
は

五
％
以
下
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
八
年
四
月
現
在
で
も
不
良
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債
権
は
八
二
億
ユ
ー
ロ
あ
り
、
今
年
五
〇
億
ユ
ー
ロ
以
下

に
減
ら
す
予
定
と
い
う
。
し
か
し
、
最
大
株
主
の
ニ
ー

ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
が
三
〇
億
ユ
ー
ロ
の
増
資
に
応
じ
る
こ

と
、
公
法
上
の
銀
行
か
ら
株
式
会
社
に
転
換
す
る
こ
と
、

民
間
投
資
家
に
株
式
売
却
す
る
こ
と
等
が
検
討
さ
れ
て
い

る⒆

。
現
在
の
株
主
構
成
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
政
府

五
九
％
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
政
府
六
％
、
北
ド

イ
ツ
貯
蓄
銀
行
三
五
％
で
あ
る⒇

。

　

Ｈ
Ｓ
Ｈ
ノ
ル
ド
銀
行
は
二
〇
一
八
年
三
月
に
民
営
化
さ

れ
た
。
も
と
も
と
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
、
二
〇
〇

九
年
二
月
に
、
州
政
府
か
ら
三
〇
億
ユ
ー
ロ
の
資
本
注

入
、
一
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
の
保
証
を
受
け
、
さ
ら
にSoffi

n

（
金
融
市
場
安
定
化
基
金
）
か
ら
同
三
月
に
三
〇
〇
億

ユ
ー
ロ
の
保
証
を
受
け
た
。
こ
う
し
た
公
的
補
助
は
Ｅ
Ｕ

委
員
会
か
ら
批
判
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
二
月
ま
で
の
民
営

化
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た�

。
民
営
化
に
際
し
、
ノ
ル
ド

銀
行
も
売
却
先
候
補
で
あ
っ
た
が
、
ノ
ル
ド
銀
行
は
辞
退

し
、JC�Flow

ers

とCerberus

と
い
う
民
間
フ
ァ
ン
ド

へ
の
売
却
が
決
ま
っ
た
。
売
却
価
格
は
一
〇
億
ユ
ー
ロ
と

言
わ
れ
る
が
、
州
政
府
は
二
〇
一
六
年
に
も
不
良
債
権
に

よ
る
損
失
を
埋
め
る
た
め
に
二
四
億
ユ
ー
ロ
を
支
払
っ
て

い
た�

。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
か
ら
の
合
計
で
州
政
府

負
担
は
一
一
〇
億
ユ
ー
ロ
に
達
し
た
。
売
却
前
に
州
政
府

の
株
式
保
有
比
率
は
八
五
％
で
あ
っ
た
が
、
売
却
後
に

Cerberus

が
四
〇
・
三
％
、JC�Flow

ers

は
売
却
前
か

ら
五
・
一
％
を
保
有
し
て
い
た
が
、
売
却
後
に
合
計
三

八
・
三
％
に
達
し
た
。
こ
の
他
、
三
つ
の
民
間
投
資
家
が

二
・
四
％
～
一
二
％
を
取
得
し
た�

。
完
全
に
民
営
化
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
銀
行
（
Ｂ
Ｌ
Ｂ
、
株
主
は
州
政

府
七
五
％
、
バ
イ
エ
ル
ン
貯
蓄
銀
行
二
五
％
）
は
業
績
が

回
復
し
、
好
調
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
の
景
気
が
上
向

き
、
貸
倒
引
当
金
の
減
少
等
で
、
二
〇
一
七
年
上
半
期
に

税
前
利
益
は
四
億
二
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
（
前
年
同
期
四
億
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九
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
）
と
な
っ
た
。
か
つ
て
巨
額
の
損
失
を

計
上
し
、
現
在
は
Ｂ
Ｌ
Ｂ
の
子
会
社
と
な
っ
た
Ｄ
Ｋ
Ｂ

も
、
一
億
一
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
税
前
利
益
を
計
上
し

た�

。
こ
う
し
た
業
績
回
復
に
よ
り
、
Ｂ
Ｌ
Ｂ
は
バ
イ
エ
ル

ン
州
の
公
的
資
金
五
〇
億
ユ
ー
ロ
を
二
〇
一
七
年
に
返
済

し
た
。
こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
の
指
示
よ
り
も
二
年
前
倒
し
で
あ
っ

た�

。

　

こ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
、
か
つ
て
一
一
を
数
え
た
州

銀
行
は
現
在
六
（
デ
カ
バ
ン
ク
除
く
、
Ｈ
Ｓ
Ｈ
含
む
）
に

減
り
、
今
後
は
四
行
（
ノ
ル
ド
、
Ｂ
Ｌ
Ｂ
、
Ｌ
Ｂ
Ｂ
Ｗ
、

ヘ
ラ
バ
）
し
か
残
ら
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る�

。
ド

イ
ツ
に
お
け
る
州
銀
行
の
合
併
・
買
収
、
民
営
化
は
、
シ

ス
テ
ム
上
の
問
題
（
制
度
疲
労
）
が
基
本
で
あ
る
。
州
政

府
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
証
券
形
態
と
な
り
、
州
政
府
の
ハ

ウ
ス
バ
ン
ク
と
し
て
の
機
能
が
終
焉
し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
よ
る
利
鞘
の
低
下
が
影
響
し

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
北
部
の
州
銀
行
が
海
運

業
に
集
中
し
て
貸
出
し
、
不
良
債
権
を
増
加
さ
せ
た
こ
と

自
体
、
利
鞘
が
低
下
す
る
な
か
で
の
貸
出
業
務
の
難
し
さ

を
物
語
っ
て
い
る
。

⑵
　
貯
蓄
銀
行

　

州
銀
行
と
並
び
、
公
法
上
の
金
融
機
関
で
あ
る
貯
蓄
銀

行
も
、
近
年
急
速
に
統
廃
合
が
進
ん
で
い
る
。
す
で
に
図

表
２
に
よ
り
、
貯
蓄
銀
行
数
は
急
速
に
減
少
し
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
六
年
の
四
〇
三
行
か
ら
、
さ

ら
に
二
〇
一
七
年
に
は
三
八
六
行
に
減
少
し
た
。
貯
蓄
銀

行
代
表
は
、
貯
蓄
銀
行
の
支
店
数
は
、
二
〇
一
七
年
に
九

八
六
八
店
と
な
り
、
初
め
て
一
万
店
を
割
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
貯
蓄
銀
行
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
を
、

「
マ
イ
ナ
ス
金
利
、
規
制
、
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
表
現
し
、

州
銀
行
や
保
険
業
者
と
の
合
併
も
選
択
肢
で
あ
る
と
し

た
。
ま
た
マ
イ
ナ
ス
金
利
で
、
顧
客
か
ら
ジ
ロ
コ
ン
ト

（
普
通
口
座
）
へ
の
割
高
感
が
強
ま
る
こ
と
、
貯
蓄
銀
行
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を
含
み
銀
行
の
経
費
率
が
高
い
こ
と
も
指
摘
し
た�

。

　

ド
イ
ツ
の
市
民
に
と
っ
て
、
日
常
生
活
の
決
済
は
ジ
ロ

コ
ン
ト
に
よ
る
が
、
こ
の
預
金
口
座
に
マ
イ
ナ
ス
金
利

（
手
数
料
導
入
等
）
が
適
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
、
貯

蓄
銀
行
の
経
費
構
造
に
批
判
が
強
ま
り
、
ひ
い
て
は
高
給

批
判
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
貯
蓄
銀
行
幹
部
で
最
高

年
収
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
貯
蓄
銀
行
で
八
五
万
四
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
（
平
均
、
一
ユ
ー
ロ
＝
一
三
〇
円
で
一
億
一
一
〇

二
万
円
）
で
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
よ
り
も
高
い
、
と
い
っ
た

批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る�

。
図
表
４
で
示
す
よ
う
に
、
ド

イ
ツ
で
は
個
人
向
け
預
金
口
座
に
マ
イ
ナ
ス
金
利
（
手
数

料
引
落
し
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
州

議
会
議
員
へ
の
報
酬
規
制
が
あ
る
が
、
州
の
公
的
金
融
機

関
で
あ
る
貯
蓄
銀
行
幹
部
へ
の
高
給
批
判
が
強
ま
っ
て
い

る�

。

図表４　ドイツの個人預金で導入されたマイナス金利 （％）
適用額 金利

ライフェイセンバンク・ナーブタル 25万ユーロ～ －0.6
ライフェイセンバンク・グムント 10万ユーロ～ －0.4
スパルダ－バンク　ベルリン 10万ユーロ～ －0.4
フォルクスバンク　バーデンーバーデン 高額預金者 －0.4
フォルクスバンク　ステンデル 10万ユーロ～ －0.4
スカットバンク 50万ユーロ～ －0.4
ドレスナー　フォルクスバンク 100万ユーロ～ －0.4
VR－バンク　ミッテルザクセン 10万ユーロ～ －0.3
フォルクスバンク　ライフェイセンバンク　ニーダーシュレジーエン 10万ユーロ －0.3
ハンブルガー　フォルクスバンク 50万ユーロ～ －0.2
シュパルカッセ　ケルンーボン 数百万ユーロ～ 個別交渉
シュパルカッセ　フレユンクーグレイフェナウ 2000ユーロ～ 月1ユーロ
撤回されたマイナス金利
フォルクスバンク　ロイトリンゲン 1万ユーロ～ －0.5

0ユーロ～ －0.5
VR－バンク　ドナウ－ミンデル 50万ユーロ～ －0.4
フォルクスバンク　ピネベルク－エルムスホルン 25万ユーロ～ －0.4

〔出所〕　Frankfurter Allgemeine Zeitung,�Januar�27,�2018から作成
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四
、
個
人
預
金
と
マ
イ
ナ
ス
金
利

　

日
本
で
は
、
想
像
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
ド
イ

ツ
で
は
個
人
の
預
金
口
座
に
マ
イ
ナ
ス
金
利
が
課
さ
れ
て

い
る
。
ド
イ
ツ
で
の
預
金
口
座
は
、
大
き
く
貯
蓄
口
座

（T
agesgeldkonto

）、
普
通
口
座
（Girokonto

）、
定
期

預
金
口
座
（Festgeldkonto
）
に
分
か
れ
る
。
貯
蓄
口

座
は
か
つ
て
付
利
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
マ
イ
ナ
ス

金
利
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
普
通
口
座
は
決
済
や
支
払

の
た
め
の
口
座
で
あ
り
、
付
利
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
、
実
質
的
に
当
座
預
金
で
あ
る
。
普
通
口
座
は
市
民
生

活
に
密
着
し
て
お
り
、
当
初
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
適
用
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
年
六
月

七
日
、
フ
ォ
ル
ク
ス
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
（
信
用

協
同
組
合
）
が
普
通
口
座
に
も
残
高
一
ユ
ー
ロ
か
ら
▲

〇
・
五
％
の
金
利
を
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
た�

。
し
か

し
、
ド
イ
ツ
連
邦
消
費
者
中
央
連
盟
（D

er��
erbr�

�
erbr�

aucherzentrale

）
バ
ー
デ
ン
－
ビ
ュ
テ
ム
ベ
ル
グ
支
部

か
ら
の
警
告
を
受
け
て
、
同
行
は
六
月
二
七
日
に
普
通
口

座
へ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
を
撤
回
す
る
こ
と
と
な
っ
た�

。

　

図
表
4
は
、
二
〇
一
八
年
一
月
時
点
で
の
、
個
人
預
金

へ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
適
用
状
況
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
高

額
預
金
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
て
お
り
、
一
〇
万
ユ
ー

ロ
以
上
（
一
ユ
ー
ロ
＝
一
三
〇
円
で
、
一
三
〇
〇
万
円
以

上
）
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
適
用
さ
れ
て
い
る
金
利
は

▲
〇
・
三
～
▲
〇
・
六
％
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｃ

Ｂ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

図
表
４
に
お
い
て
、
ラ
イ
フ
ェ
イ
セ
ン
バ
ン
ク
と
フ
ォ
ル

ク
ス
バ
ン
ク
が
目
立
つ
が
、
こ
れ
は
と
も
に
信
用
協
同
組

合
で
、
民
間
商
業
銀
行
で
は
な
い
。
信
用
協
同
組
合
は
リ

テ
ー
ル
専
業
で
あ
る
か
ら
、
図
表
１
で
示
し
た
よ
う
に
、

利
鞘
は
か
つ
て
二
％
以
上
あ
っ
た
も
の
の
、
二
〇
一
四
年

以
降
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
個
人
預
金
に
マ
イ
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ナ
ス
金
利
を
導
入
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

図
表
４
の
下
段
は
、
一
度
個
人
預
金
に
マ
イ
ナ
ス
金
利

を
導
入
し
た
も
の
の
、
撤
回
さ
れ
た
事
例
で
、
フ
ォ
ル
ク

ス
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
を
は
じ
め
、
三
行
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ク
ス
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン

の
場
合
、
他
行
と
異
な
り
、
普
通
口
座
で
残
高
一
ユ
ー
ロ

か
ら
適
用
と
い
う
よ
う
に
、
小
額
貯
蓄
者
も
対
象
と
し
て

い
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
消
費
者
中
央
連
盟
の
警
告
後
、
両
者

は
裁
判
と
な
り
、
二
〇
一
八
年
一
月
二
七
日
に
、
チ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
州
裁
判
所
（
フ
ォ
ル
ク
ス
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ト
リ

ン
ゲ
ン
が
属
す
る
）
で
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
結
論

は
、
フ
ォ
ル
ク
ス
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
敗
訴
で

あ
り
、
同
行
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
は
従
来
の
契
約
に
違

反
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た�

。　

五
、
ま
と
め
に
代
え
て

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
も
一
因
と

な
り
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
は
合
併
・
買
収
、
そ
し
て
民
営
化

の
渦
中
に
あ
る
。
州
銀
行
は
、
か
つ
て
州
政
府
が
借
入
す

る
際
に
ハ
ウ
ス
バ
ン
ク
と
し
て
機
能
し
て
き
た
が
、
州
財

政
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
証
券
形
態
に
シ
フ
ト
し
、
そ
の
役

割
を
終
え
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
る
マ

イ
ナ
ス
金
利
の
導
入
に
よ
っ
て
、
貸
出
金
利
が
低
下
し
、

利
鞘
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
再
編
成
の

一
因
で
あ
ろ
う
。
州
銀
行
は
、
各
州
に
お
い
て
、
貯
蓄
銀

行
の
決
済
銀
行
と
し
て
も
存
在
し
て
き
た
の
で
、
州
銀
行

と
貯
蓄
銀
行
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

州
銀
行
が
再
編
さ
れ
る
な
か
で
、
貯
蓄
銀
行
も
統
廃
合
さ

れ
る
こ
と
は
、
自
然
の
理
で
も
あ
っ
た
。

　

日
本
か
ら
見
て
、
ド
イ
ツ
で
の
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
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る
こ
と
は
、
個
人
預
金
へ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
で
あ
ろ

う
。
個
人
預
金
へ
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
で
、
銀
行
の
利

鞘
低
下
に
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
貯
蓄
銀
行
幹
部
の
高
給
批
判
や
、

消
費
者
団
体
と
の
裁
判
等
、
様
々
な
事
態
が
発
生
し
て
い

る
。

（
注
）

⑴�　

本
稿
に
関
連
す
る
筆
者
の
論
考
と
し
て
、
拙
著
、「
マ
イ
ナ
ス
金
利

政
策
の
功
罪
～
ド
イ
ツ
と
日
本
の
比
較
～
」、『
経
済
学
論
纂
』、
中
央

大
学
、
第
五
八
巻
第
五
・
六
合
併
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
お
よ
び

同
、「
ド
イ
ツ
の
国
債
市
場
と
欧
州
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
」、『
証
券

経
済
研
究
』、
公
益
財
団
法
人　

日
本
証
券
経
済
研
究
所
、
第
九
八

号
、
二
〇
一
七
年
六
月
。

⑵�　

ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
の
区
分
で
は
、
大
銀
行
は
四
行
で
、
ド
イ
ツ
銀

行
、
コ
メ
ル
ツ
銀
行
、
ユ
ニ
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
ポ
ス
ト
バ
ン
ク
で
あ

る
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
バ
ン
ク
の
株
式
の
九
三
・
七
％
（
二
〇
一
二

年
）
を
ド
イ
ツ
銀
行
が
保
有
し
、
実
質
的
に
は
三
行
で
あ
る
。
州
銀

行
は
州
政
府
と
貯
蓄
銀
行
に
よ
っ
て
株
式
保
有
さ
れ
る
公
的
銀
行
で

あ
る
。D

aniel�D
etzer,�T

he G
erm

an Financial System
 and 

the Financial and E
conom

ic Crisis,�Springer,�2017
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